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「令和3・4年度建設工事入札参加資格審査及び等級格付け基準」に関するＱ＆Ａ

（12月追加申請）

概要について
Ｑ．「提出要領・申請用紙」はどこで配布しているのか？
Ａ．県技術・建設業課ホームページに掲載してます。

提出要領…ｐｄｆ
申請書…エクセルファイル

提出方法は、申請書データ（USB又はCD-R）と申請書（添付書類を含め
フラットファイルに綴る）※窓口のみＵＳＢ可

Ｑ．入札参加資格審査の申請はいつからか？どこに出せばよいか？
Ａ．県内に建設業法上の主たる営業所のある業者（知事・大臣許可業者）…

12/６（月）～12/10（金） 窓口又は郵送での申請となります。
申請場所は、所管の土木事務所、大臣許可業者については、県技術建設業
課で申請を受け付けます。
なお、県外業者については、12/６（月）～12/10（金）の間に、郵送
で申請を受け付けます。

工事成績について
Ｑ．工事成績は申請者による工事成績書通知書添付が必要か？
Ａ．工事成績については、県庁の各発注機関に照会し、業者毎に配点していく

ため、申請者からの通知書添付は必要ありません。

Ｑ．工事成績の年度の取り扱いは発注時点か、それとも完成時点か？
Ａ．工事成績は完成時点で採点されているため、仮に発注が令和元年度中であ

っても、完成が令和２年度になった場合は、令和２年度の成績となり、今
回の工事成績には反映されません。
今回の工事成績対象年度は、平成30年度及び令和元年度になります。

Ｑ．工事成績について、（特定・経常）ＪＶの加点は割合も関係するか？
Ａ．ＪＶで受注した工事については、構成割合に関係なく、構成員全て同

じ点数を配点します。

Ｑ．工事成績の平均点の算出にあたって小数点以下が生じた場合の取扱いはど
うなるか？

Ａ．小数点以下は切り捨てとして取り扱います。（例えば、工事成績が84点と
85点の場合、平均点は84.5点で小数点以下を切り捨てると84点となるの
で、主観点では40点の加点となります。）
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技術者数について

※ここでは技術者数として加点しようとする場合について説明しており、後
述する等級格付に係る１級技術者の要件とは異なるので、注意すること。
12月追加では、技術者が令和３年7月１日以前に雇用された者で、同年12

月１日現在で常勤の技術者を技術者数の対象とします。

Ｑ．技術者が令和３年7月１日以前に雇用されたこと及び常勤性の確認はどの
ように行うか？

Ａ．社会保険（船員保険含む）の被保険者標準報酬決定通知書等に記載されて
いること、標準報酬月額が最低賃金（13万４千円）以上であることを確
認します（複数企業での社会保険加入者は不可）。

Ｑ．技術者が個人事業主や後期高齢者の場合で、令和３年7月１日以前に雇用
されたこと及び常勤性の確認はどのように行うか？

Ａ．個人事業者や後期高齢者の場合は、下記の書類を提出してください。

なお、賃金台帳を提出する場合は、（令和３年7月１日以前雇用、報酬月額1
3万6千円以上）を確認するため７月～11月分となります。

①従業員４名以下で、事 ②従業員４名以下で、事 ③従業員５名以上の個人

技 業主本人及び家族従業員の 業主及び家族従業員でない 事業主の場合

術 場合 場合

者

が ・事業主本人 ・賃金台帳＋以下の書類の ・法人事業主の場合と同

個 以下の書類のいずれか いずれか 様

人 a.)※監理技術者資格者証 a.)雇用保険被保険者証

事 b.)前年度の確定申告書 b.)※監理技術者資格者証

業 c.)出勤簿

者 ・家族従業員

や 賃金台帳＋以下の書類のい

後 ずれか

期 a.)※監理技術者資格者証

高 b.)住民税特別徴収額決

齢 定通知書

者 c.)前年度の確定申告書

の で事業専従者欄に氏名・金

場 額のある書類

合
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技 ④後期高齢者で個人事業主 ⑤後期高齢者で役員の場合 ⑥ ④・⑤以外の後期高

術 本人及び家族従業員の場合 齢者の場合

者

が ・事業主本人 ・厚生年金保険70歳以上 ・厚生年金保険70歳以

個 以下の書類のいずれか 被用者標準報酬月額相当額 上被用者標準報酬月額相

人 a.)※監理技術者資格者証 決定通知書 当額決定通知書

事 b.)前年度の確定申告書

業 c.)後期高齢者医療被保 又は、 又は、

者 険者証

や ・賃金台帳＋以下の書類の ・賃金台帳＋以下の書類

後 ・家族従業員 いずれか のいずれか

期 賃金台帳＋以下の書類のい a.)※監理技術者資格者証 a.)雇用保険被保険者証

高 ずれか b.)住民税特別徴収額決 b.)※監理技術者資格者証

齢 a.)※監理技術者資格者証 定通知書 c.)住民税特別徴収額決

者 b.)住民税特別徴収額決 定通知書

の 定通知書 ｄ.)出勤簿

場 c.)前年度の確定申告書

合 で事業専従者欄に氏名・金

額のある書類

ｄ.)後期高齢者医療被保

険者証

※監理技術者資格者証は勤務先が確認できるもの。

Ｑ．複数会社から報酬を受けている者は、技術者として算定するか？
Ａ．複数会社から報酬を受けている者は、常勤性（毎日所定の時間中、その職

務に従事している状態を指す。本県では社会保険の状況で確認を行って
いる。）の観点から、算定の数には入れないこととしています。（二以上
事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書は算定対象外）。

Ｑ．技術者＝常勤役員で、経営上の都合により社会保険の報酬月額が最低賃金
を満たさない額となっている場合の取り扱いは？
Ａ．役員の場合、雇用する側のため、最低賃金の適用外。そのため、役
員である技術者の報酬月額が最低賃金を満たさない場合でも、標準報酬
決定通知書に記載されているなど、常勤であることと役員であることが
が確認できれば、技術者数に算定することとします。

Ｑ．R３.10.８から最低賃金が時給792円→820円に改定されたが、今回の入
札参加資格審査では、最低賃金を満たした報酬月額のラインはどこになる
のか？
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Ａ．最低賃金を満たした報酬月額については、下記の式で算出します。
報酬月額＝（最低賃金時給×40H×52週）÷12月
その金額を標準報酬月額・保険料月額表に照らして、どの等級に当てはま
るかで検討します。
今回の最低賃金を満たした社会保険標準報酬月額については、R２.10.3
改定の792円をベースとし、上記式で計算された金額、
（792円×40H×52週）÷12月＝137,280円が当てはまる134,000円を
設定ラインにすることとします。
社会保険適用除外者については、136,000円を設定ラインとします。
※参考までに、次回の入札参加申請においては、Ｒ３.１０.８改定の820円をベー

スとし、上記式で計算された金額を元に設定ラインを設ける予定です。

（820円×40H×52週）÷12月≒142,133円が当てはまる142,000円を設定ライン

とし、社会保険適用除外者についても、142,000円を設定ラインとする。

Ｑ．令和３年7月１日以前から継続雇用している技術者について、記入ミス等
を理由とする報酬月額の訂正があった場合、最低賃金を満たした報酬月額
であれば算定数に入れられるか？

Ａ．健康保険・厚生年金保険 被保険者取得届の訂正については、
①年金機構の受付印があること
②資格取得年月日が令和３年7月１日以前であること
③最低賃金を満たした報酬月額であること

の三点が確認できれば常勤の技術者として認めます。

Ｑ．令和３年7月１日以前から継続雇用している技術者について、報酬月額の
改定により、最低賃金を満たした報酬月額に変更されている場合、算定に
入れられるか？

Ａ．社会保険の事務手続き上は、３ヶ月の平均給与で２等級以上の変更があれ
ば月額変更届を提出することとなっています。そのため、年金機構に変更
届が提出・受付され、その改定年月が令和３年10月以前となっていれば、
取り扱い上は可とすることとします。なお１等級の変更で月額変更届を提
出することができない場合は、標準報酬決定通知書（令和3年７月適用又
は取得時）及び賃金台帳（7月～11月分）で13万４千円以上の月額報酬を
確認できる場合は、技術者として算定可。

Ｑ．標準報酬決定通知書を紛失してしまった業者の取り扱いは？
Ａ．年金機構に再発行してもらうか、「被保険者縦覧照会回答書」を発行して

もらい、技術者を確認するものとします。また、年金機構の受理印のある
算定基礎届でも可とします。
何もなければ、算定不能とします（例．R2決定通知書を持ってきた場合
など）。
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Ｑ．土木の技術士は４種類あるが、複数持っている場合、その分加点されるか？
Ａ．技術士について、複数持っていても（技術者の資格欄に複数記載したとし

ても）１つしかカウントされません。

Ｑ．資格コード表にある資格を持っていれば申請業種の加点対象になるか？
Ａ．申請しない業種の資格は点数付加されません。

なお、同業種の１級と２級があるとしても、２級は付加されませんし、１
級の資格違い２つを記入していても（例．土木の１級土木や１級建設機械）、
１資格分しか加点されません。
ただし、土木と舗装を申請している場合、同一者が２つの１級資格を持っ
ている場合、どちらか一方のみの記入で２業種分カウントされることにな
ります。

Ｑ．積算士の資格証ではなく、上位資格の建築コスト管理士の登録証を有して
いる場合、どのように取り扱われるか？

Ａ．建築コスト管理士は、積算士（建築積算士）の資格所持者でかつ、実務経
験10年以上を有する等が受験資格となっている上位資格であることから、
積算士として取り扱うこととします。

雇用の規模について
Ｑ．雇用の規模で加点対象者の確認書類は？
Ａ．「雇用の規模」は令和３年７月１日現在の被保険者数を見ることとしてお

りますが、加点の対象者は健康保険・厚生年金保険又は船員保険・厚生年
金の被保険者としています。そのため、下記の書類に記載されている人数
の合計が加点対象となります。※後期高齢者も加点対象となります。

①健康保険・厚生年金保険の被保険者
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

（適用年月 令和3年９月）
・健康保険・厚生年金保険被保険者随時改定決定通知書

（改定年月 令和3年７月）
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通
知書（資格取得年月日が令和3年６月１日～７月１日のもの）

②船員保険・厚生年金保険の被保険者
船員保険については、厚生健康保険のように、定期の標準報酬決定通知
書は送付されないため、下記書面について、令和3年７月１日時点で有
効なものであることが口頭で確認できれば可。
・船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知
書

・船員保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書
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③後期高齢者
・厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額通知書
・厚生年金保険70歳以上被用者該当および報酬月額相当額通知書
※それぞれの適用年月日は①に準ずる。

Ｑ．雇用の規模では標準報酬決定通知書の受領以降に退職している職員がいる
場合、どのように取り扱うか？

Ａ．「雇用の規模」は令和3年７月１日現在の被保険者数をみることとしてお
りますので、７月２日以降に資格取得届や喪失届を出していても加減する
必要はありません。

Ｑ．標準報酬決定通知書を紛失してしまった業者の取り扱いは？
Ａ．年金機構に再発行してもらうか、「被保険者縦覧照会回答書」を発行して

もらい、その書類上で令和3年７月１日時点で在籍している方の人数を算
定するものとします。また、年金機構の受理印のある算定基礎届でも可と
します。
何もなければ、算定不能とします（例．R2決定通知書を持ってきた場合
など）。

Ｑ．雇用の規模では常勤性（最低賃金を満たした標準報酬月額の確認）は確認
するのか？

Ａ．「雇用の規模」では標準報酬決定通知書に記載されている人の数について
はチェックしますが、技術者のような常勤性のチェックは行わないことと
しております。

Ｑ．複数会社から報酬を受けている者は、雇用の規模の評価対象になるか？
Ａ．複数会社から報酬を受けている者は、「健康保険、厚生年金保険の被保険

者所属選択届に係る標準報酬月額の決定について（通知）」が届くようで
すが、複数での申請可能性がでてくるため、この通知書では雇用の規模は
評価しないこととしています。

（二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書は算定対象外）。

Ｑ．申請企業の職員数が50人を超える場合、申請人数分の被保険者標準報酬
決定通知書を提出する必要があるか？

Ａ．申請書に50人を超える人数を記載する場合は全員分の標準報酬決定通知
書が必要となりますが、加点上限が50点のため申請する人数を上限の50
人で申請する場合は、50人分の標準報酬決定通知書の提出でもかまいま
せん。
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新卒者雇用・若年者雇用について
Ｑ．新卒者雇用を行った場合の確認方法は？
Ａ．卒業証書（証明書）の日付確認（令和元年（平成31年）・令和２年のもの

か）に加え、社会保険や雇用保険等での加入確認（令和３年12月１日以
前かどうか）を行います。報酬月額までの確認は必要ありません。
①従業員が４名以下の個人事業者で、新卒者が家族従業員の場合、家族従
業員である旨を口頭確認すれば卒業証書のみで可とします。

②従業員４名以下の個人事業者で、家族従業員でない場合
・雇用保険への加入義務があるため、卒業証書＋雇用保険被保険者証（被
保険者となった年月日が令和３年12月１日以前であれば可）で確認。

③従業員５名以上の個人事業者の場合は、社会保険への加入義務が出てき
ますので、卒業証書＋社会保険の資格取得届・標準報酬決定通知書等（資
格取得年月日が令和３年12月１日以前であれば可）で確認。

Ｑ．新卒者雇用について職業訓練校等の取り扱いは？
Ａ．格付基準で明示されている中学、高校、短大、大学、高専、専門学校以外

の学校については、下記のとおり取り扱うこととします。
①県立浦添・具志川職業能力開発校→×
②沖縄職業能力開発促進センター（ポリテクセンター沖縄）→×
③沖縄職業能力開発大学校（ポリテクカレッジ沖縄）→○
※専門課程（２年コース）、応用課程（専門修了後、さらに２年）が対象
④沖縄県立農業大学校→○ ※本科（２年コース）のみ対象。
⑤専修学校（専門課程、高等課程、一般課程）→○

Ｑ．新卒者雇用について、年齢も関係するか？
Ａ．学校を卒業した年月日の確認を卒業証明書等で行い、年齢については特に

制限を設けません。

Ｑ．海外の学校を卒業した者の取扱いは？
Ａ．基準で明示している校種に対応する学校の新卒者であることが卒業証明書

等（翻訳証明付き）で確認できれば、原則として認める予定（現時点で
は例示できないので、ケースに応じ個別に検討したい。）

Ｑ．若年者雇用の確認書類は？
Ａ．社会保険や雇用保険等で年齢と加入確認（平成29年12月１日～令和元年

11月30日の期間かどうか）を行います。報酬月額までの確認は必要あり
ません。
①従業員が４名以下の個人事業者で、若年者が家族従業員の場合、家族従
業員である旨を口頭確認すれば、国民健康保険証(生年月日で35歳未満
かどうかを確認）のみで可とします。

②従業員４名以下の個人事業者で、家族従業員でない場合
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・雇用保険への加入義務があるため、雇用保険被保険者証（被保険者と
なった年月日が平成29年12月１日～令和元年11月30日の期間かどう
か、35歳未満かどうか）で確認。

③従業員５名以上の個人事業者の場合は、社会保険への加入義務が出てき
ますので、社会保険の資格取得届・標準報酬決定通知書等（資格取得年
月日が平成29年12月１日～令和元年11月30日の期間かどうか、35歳
未満かどうか）で確認。

*1 誕生日が採用日の翌々以降の方

Ｑ．同一人が新卒者雇用と若年者雇用の両方に該当する場合は、両方で加点さ
れるのか？

Ａ．同一人が両方に該当する場合は、点数の高い方で加点となります。

雇用の時点 対象者

・S57.12.3～S58.1.2に出生した方で、誕生日が採用日の

平成29年12月1日～平成29年12月31日 　翌々日以降の方

・S58.1.3以降に出生した方

・S58.1.3～S59.1.2に出生した方で、誕生日が採用日の

平成30年1月1日～平成30年12月31日 　翌々日以降の方

・S59.1.3以降に出生した方

・S59.1.3～S59.12.2に出生した方で、誕生日が採用日の

平成31年1月1日～令和元年11月30日 　翌々日以降の方

・S59.12.3以降に出生した方

S57.11.30 S57.12.3 S58.1.3 S59.1.3 S59.12.3

以前 ～S58.1.2 ～S59.1.2 ～S59.12.2 以降

平成29年12月1日～平成29年12月31日 × ○ ○ ○ ○

*1

平成30年1月1日～平成30年12月31日 × × ○ ○ ○

*1

平成31年1月1日～令和元年11月30日 × × × ○ ○

*1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　生年月日
 雇用の時点
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Q. 若年者雇用の加点は外国人も適用されるのか。
A. 社会保険や雇用保険等で年齢と加入確認（平成29年12月１日～令和元年

11月30日の期間かどうか）ができれば加点対象となります。

障害者雇用について
Ｑ．障害者雇用の確認時に、常勤性確認（報酬月額チェック）は行うのか？
Ａ．障害者を雇用しているかどうかの評価なので、報酬月額の確認はしません。

【雇用義務（労働者数が45.5名以上の企業）ありの場合】

→沖縄労働局に提出される「障害者雇用状況報告書（R２.６.１時点）」の写しに

記載された障害者の雇用者数で確認

【雇用義務がない場合】

→障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しと、標準報酬決定通知

書等で令和２年６月１日時点での在籍が確認できれば可

Ｑ．障害の程度によって加点する点数は変わるのか？
Ａ．雇用義務がある場合は、障害の程度によって雇用人数のカウント方法が異

なりますが、格付における「雇用義務なし」の場合の加点については、障
害の程度による点数の加減はありません（障害の程度に関わらず、一人に
つき５点の加点）。

表彰について
Ｑ．建設マスター等個人への表彰は対象となるか？
Ａ．今回の主観点での加点対象は、要領に示された企業を対象とする表彰のみ

であり、個人表彰を対象とはしておりません。

建退共について
Ｑ．建退共に加入してないと申請できないのか？
Ａ．以下の①、②については申請を認めます。

①法人の一人親方等、建退共の加入要件を満たさない場合（従業員がいな
い場合等、他の退職金制度に入れない場合を含む。）
②自社制度、中退共等、他の退職金制度に加入している場合
※申請の際には①に該当する場合は、理由書（任意様式）を添付すること。
②に該当する場合は、加入している退職金共済制度の加入証明書を提出
すること

Ｑ．手帳更新率の計算方法は？
Ａ．手帳更新率＝決算期間内の手帳更新数÷更新対象者数

更新対象者とは決算期末現在の常勤被共済者ですが、決算期内に新規手帳
を交付した者、既存手帳所持者を新規採用した場合は除かれます。
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建退共の点数については、建退共沖縄県支部に照会を行った上で、県の点
数に反映されていることから、詳細については、建退共沖縄県支部に確認
してください。
（問い合わせ先）建退共沖縄県支部（沖縄県建設業協会）tel 876-5214

Ｑ．経営事項審査で建退共の加入が確認できない場合、「加入・履行証明書」
を提出することとなるが、その中で「不履行」の記載がある場合、どう取
り扱うのか？

Ａ．「加入・履行証明書」に「不履行」の表示がでてくるのは、建退共に加入
しているものの、手帳更新割合が７０％を下回っている場合となっている
ことから、「不履行」の表示があったとしても「加入済」として認めるこ
ととしています。

マネジメントシステムの認証取得について
Ｑ．経審結果通知書でＩＳＯの登録の有無が有になっていても、登録証の写し

の提出が必要か？
Ａ．経審結果で確認できれば必要ありません。

Ｑ．ＩＳＯやエコアクション２１の認証登録証が申請期日までに間に合わない
場合、認証機関が発行する判定結果通知書で認めることはできるか？

Ａ．ＩＳＯの場合、認証機関も複数ありますし、確認書類も登録証や証明書等、
統一されたものはありません。そのため、認証日が令和３年12月１日以
前であることと、業者名、認証機関名、有効期限、ＩＳＯ種類等が確認で
きる書類の添付があれば可とします。
また、エコアクション２１については、認証・登録契約の締結、認証登録
料の納付といった手続きが必要となりますので、認証登録日が令和３年
12月１日以前と確認ができる書類の添付があれば結構です。

Ｑ．ＩＳＯやエコアクション２１の認証範囲が建設業以外となっている場合の
取り扱いは？

Ａ．今回の審査では、経営事項審査における取扱いと同様、登録範囲に建設業
が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合は
対象外としています。

建設業法違反について
Ｑ．指名停止措置について、国（総合事務局・防衛局）や市町村のものも減点

対象となるか？
Ａ．国や市町村等の指名停止措置については減点対象外です。ただし、同一案

件で、県が指名停止措置を行った場合や国や市町村からの通知により、監
督処分等建設業法に基づく処分を行った場合は、減点対象となります。
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社会貢献等について
Ｑ．複数の団体に加入している場合の取り扱いは？
Ａ．社会貢献の項目については、県から各団体に照会を行った上で、各業者に

配点することとしており、申請者側からの資料添付等での証明は必要あり
ません。
複数の団体に加入している場合については、加算対象工種が同一の場合、
点数の高い方で評価することとしています

不当要求防止責任者について
Ｑ．不当要求防止責任者を配置するにはどのような手続が必要か？
Ａ．不当要求防止責任者を配置するには、責任者を選任してその方が講習を受

ける必要があります。
①不当要求防止責任者を選任する。
②責任者選任届出書を所轄警察署又は警察本部刑事部暴力団対策課に提出
する。

③後日、封書で講習日が通知されるので、講習を受講し、受講修了書を受
け取る。

詳細については、（公財）沖縄県暴力団追放沖縄県民会議にお問い合わせ
確認ください。
（問い合わせ先）暴力団追放沖縄県民会議 tel 858-8930

Ｑ．不当要求防止責任者の配置を行った場合の確認方法は？
Ａ．受講修了書の日付確認（講習年月日が平成2９年12月１日～令和３年12

月１日の間となっているか）に加え、社会保険や雇用保険等での加入確認
（令和３年12月１日以前かどうか）を行います。報酬月額までの確認は
必要ありません。
①従業員が４名以下の個人事業者で、責任者が家族従業員の場合、家族従
業員である旨を口頭確認すれば受講修了書のみで可とします。

②従業員４名以下の個人事業者で、家族従業員でない場合
・雇用保険への加入義務があるため、受講修了書＋雇用保険被保険者証

（被保険者となった年月日が令和３年12月１日以前であれば可）で確認。
③従業員５名以上の個人事業者の場合は、社会保険への加入義務が出てき
ますので、受講修了書＋社会保険の資格取得届・標準報酬決定通知書等

（資格取得年月日が令和３年12月１日以前であれば可）で確認。

協力雇用主について
Ｑ．協力雇用主の登録を受けるにはどのような手続が必要か？
Ａ．協力雇用主の登録を受けるには、那覇保護観察所に協力雇用主登録書を提

出する必要があります。
詳細については、那覇保護観察所にお問い合わせください。
（問い合わせ先）那覇保護観察所 tel 853-2945
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Ｑ．協力雇用主の登録を行った場合の確認方法は？
Ａ．登録書の控えあるいは那覇保護観察所が発行する証明書の日付が令和３年

12月１日以前であることを確認します。
なお、証明書を提出する場合は、日付が申請日前３ヶ月以内とする。
また、登録の際に送付される登録についての通知文でも可。

格付条件について
Ｑ．技術者の加点は令和３年7月１日以前に雇用されていることを要件として

いるが、格付条件に係る技術者についてはどうか？
Ａ．等級格付の条件に係る１級技術者については、県独自評価における技術者

数の要件とは区別し、令和３年12月１日時点で評価対象資格を持つ常勤
職員（標準報酬月額13万４千円以上）として何人雇用されているかを

チェックします。
よって、令和３年7月１日以前に雇用されていることを要しません。

Ｑ．特Ａ、Ａの要件である特定建設業許可は、12/１時点で許可を受けている
必要があるのか、それとも申請時点で許可を受けていればいいか？

Ａ．入札参加資格審査の申請期間（12/６～10）の間に特定建設業許可を受
け、入札参加資格審査上問題がないとして受理されれば、要件を満たすも
のとします。

Ｑ．申請後に特定建設業から一般建設業に移行したことにより、格付条件を満
たさなくなった場合、どうなるか？

Ａ．格付条件については、審査中・格付後に特定建設業許可業者でないことが
分かった場合、下位等級に位置づけることになります。

Ｑ．電子入札対応を条件とする業種については申請時点で対応していればいい
か？

Ａ．令和元年・2年度（平成31・32年度）入札参加資格を持っている業者に
ついては、申請時に電子入札未対応の場合、電子入札未対応業者扱いの
ランクになりますが、入札参加資格審査の申請期間（12/６～10）の間
に承認を受け、問題がないとして受理されれば、条件を満たすものとし
ます。なお、令和元年・2年度（平成31・32年度）入札参加資格を持っ
ていない業者で電子入札対応業者であることを条件とする業種及び等級
格付を新規で申請する業者については、令和3・4年度定期申請沖縄県建
設工事入札参加資格審査申請書提出要領（工事・県内）のＰ３の記載例
を参考に誓約書を提出してください。

Ｑ．電子入札を新規で利用したいが、どのような手続きが必要か。
Ａ．電子入札を利用する場合、ICカードの準備や利用者登録等が必要になり
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ます。詳細については、下記HPを参照ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/ebidportal/index.html

その他
Ｑ．納税証明書等各種証明書の取り扱いについてはどうなるのか？
Ａ．税金・保険料等の納付確認を行う書類については「完納」が基本となりま

す。それ以外については、下記の取り扱いになります。
①県税納税証明書は、未納額があっても、「納期限未到来」の表示があり、
納期限が入札参加受付期間後である場合は、可とする。
「納期限未到来」でも認めるのは、あくまで期限が「入札参加受付期間
後」である場合のみです。納期限が12月10日より前であるならば、未
納が無い旨の証明書を提出してもらわなければいけません（納税が反
映されるためには数日かかるとのことなので、その旨の申し立てがあ
った場合、受付期間の残日を考慮の上、領収書等で確認して受け付け
することも可とする）。

②国税納税証明書は、未納税額がある場合は、「様式その３の２及び３の
３」はないので、「様式その１」の提出となる。
その場合、未納額があっても、「納付受託中」の表示があり「納付受託
証書」において納期限が入札参加受付期間後である場合は可とする。

③健康保険・厚生年金保険の場合、完納証明もしくは完納した月までの証
明となるので、令和２年10月～令和３年9月分までが納付されていれ

ば可とします。
④労働保険証明書は「納付未済」がある場合でも「分納証明書」が添付さ
れていれば可とする。

Ｑ．県税納税証明書は、未納税額がないこととなっているが県税全税目証明書
でも添付可能か。

Ａ．法人の場合は、原則として事業年度終了の日から２ヶ月以内に申告納税と
なるため、証明日が決算後２ヶ月を経過している場合は全税目証明書でも
可。
個人事業主の場合は、納期は、原則として８月および１１月の年２回が納
期となっているため、６月追加申請時には直前２期分の証明書を提出、１
２月申請時には、１２月の証明日であれば全税目証明書でも提出可。

Ｑ．新型コロナウイルス感染症等の影響による納税証明書等各種証明書の取り
扱いについてはどうなるのか？

Ａ．徴収猶予の「特例制度」を申請されている業者は、納税証明書等の提出の
代わりに下記の証明書の提出でも可とする。
・消費税及び地方消費税、その他の国税については「納税の猶予許可通知書」
又は「納税証明書（その１）の写し
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・県税（法人事業税又は個人事業税）については、「徴収猶予許可通知書」
の写し

・社会保険料については、「納付の猶予（特例）許可通知書」の写し

Ｑ．決算期変更があった会社の場合、県税の納税証明書は直近２期分でいいか？
（例えば1/1～12/31期の会社が決算期変更により1/1～6/30になった場
合は、直近２期分の納税証明書は１年６ヶ月分しかない）

Ａ．決算期変更があっても直近２期分でかまいません。

Ｑ．住所移転により管轄の土木事務所が変わった場合には、経審結果通知書の
雇用保険加入の有無等が有になっていても証明書等の提出が必要か？

Ａ．経審結果で確認できれば証明書等は必要ありません。

Ｑ．個人から法人成した業者の場合、申請要件の営業開始後１年以上には個人
時代も含まれるか？また、法人成後の決算期を迎えていない場合、納税証
明書の取り扱いは？

Ａ．法人成の場合、商業登記簿の会社設立の日からではなく、経審の承継の手
続きが行われており、経審の営業年数欄の年数が１年以上であれば登録要
件を満たしているものとして取り扱います（個人期間＋法人期間）。
また、法人成後、最初の決算を終えていない場合、納税証明書の添付は省
略できます。さらに、１期分だけ決算がある場合には、１期分の納税証明
書を添付することとなります。

Ｑ．営業実績１年以上とは？
Ａ．入札参加資格審査の本来の目的が申請者の経営状況の確認も含まれること

から、最低１度は確定申告を行った実績があり（当然納税も完納）、かつ
税務署に提出する事業開始届の事業開始日から１年を超えているという２
つを満たしていることが必要です。

Ｑ．ＵＳＢメモリ上でエクセルファイルにデータを入力・保存したが、ＵＳＢ
メモリ内にはエクセル以外のファイルもあるが、どうした方がいいのか？

Ａ．県内業者の場合、エクセルファイルに入力・保存したら、様式の印刷後に
「ＣＳＶ」という拡張子（保存形式）のファイルが２つ自動作成されます。
内容は「建設工事入札○○.csv」が企業情報、「建設資格者名簿○○.csv」
が技術者情報の入ったファイルになります。エクセルファイルに加え、Ｃ
ＳＶファイルも必要となりますので、合計３つのファイルをＵＳＢメモリ
に保存して提出してください。
また、県外業者の場合は、「建設工事入札○○.csv」のみ自動作成されま
すので、提出するファイルは合計２つになります。
なお、入力の方法については、「入力手引書」をご参照ください。
※「○○」は許可番号。県知事許可第１号であれば、「47000001」とな
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る。

Ｑ．ＵＳＢメモリでの提出もできるようだが、複数企業のデータをいれて提出
してもいいか？

Ａ．データをコピーしたらメディアは返却するので、複数企業分の提出を行う
場合であっても対応可能です。（窓口受付の場合）

Ｑ．CD-Rで提出の場合、複数企業のデータをいれて提出してもいいか？
Ａ．申請業者ごとでCD-Rに保存しCD-R表に「会社名」「許可番号」を記入の

上提出してください。

郵送受付について
Ｑ．複数の業者を同封して、郵送してもいいか？
Ａ．書類の紛失等を避けるためにも各業者ごとに申請書（正）（副）を同封し

郵送してください。
段ボール等の箱で複数の業者をまとめて申請する場合も、各業者ごとに個
包装して郵送してください。


